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令和元年度　下水道事業会計予算の概要
資本的収支 収益的収支

下水道の施設をつくるための経費と財源 下水道事業を運営するための収入と支出

・無停電電源装置増設
・老朽管の更新
　　　　　 4,400 ｍ

・地震に強い配水管網の
 整備　　　   600 ｍ

令和元年度はこんな事業をします

水道事業 下水道事業

令和元年度　水道事業会計予算の概要
資本的収支

水道の施設をつくるための経費と財源
（税込） （税抜）

収益的収支
水道事業を運営するための収入と支出

・下水道未整備地区の汚水管整備
・下水道管延命化のための
 改築工事　　

・老朽化したマンホールの
 蓋交換工事

・排水路整備のための実施設計

長期前受金戻入益
8,639万円

水道料金
8億3，716万円

補填財源
6億1，585万円

収入計
10億2,793万円

収入計
10億2,793万円

支出計
9億5,370万円
支出計

9億5,370万円

その他
1億438万円

人件費
8,657万円

（無償譲与等で取得
した償却資産の取得
価格を耐用年数の
割合で配分する会
計上の利益）

利　益
（収支差額）

修繕費
2,717万円

（施設や水道メー
タの修理費など）

動力費
2,803万円

（浄水場などを運転す
るための電力費など）

支払利息
3,357万円

（水道施設をつくるために
借り入れたお金の利息）

（収益的収支の純利益や
減価償却費など内部に蓄え
られたお金で補填する額）

薬品費
245万円

委託料
2億650万円

減価償却費
3億9,794万円

（浄水処理のため
の薬品購入費）

（長期利用する施設の価値の減少
分を1年ごとに費用化したもの）

建設改良費
5億5,266万円

（水道施設を建設したり老朽化し
た施設を更新するための経費）

企業債償還金
1億3，376万円

（借り入れたお金の元
金を返済する経費）

他会計負担金
100万円

（消火栓を設置する
ための一般会計か
らの繰入金収入）

その他
1億7,147万円

出資金
1,957万円

（統合簡易水道より引き継
いだ企業債に対する繰入）

企業債
5，000万円

7,423万円
収入計
7,057万円
収入計
7,057万円

支出計
6億8,642万円
支出計

6億8,642万円

（税込） （税抜）

雨水建設改良費
2,000万円

流域下水道建設費
910万円

流域下水道管理費
1億8,910万円

補填財源
3億6,457万円

長期前受金戻入
2億9,251万円

（下水道供用区域
となることで利益
を得る受益者から
の負担金）

（収益的収支の純利益
や減価償却相当分な
ど内部に蓄えられた
お金で補填する額）

（国や一般会計か
らの補助）

管渠建設改良費
2億9,897万円

（汚水処理施設を
つくるための経費）

（雨水処理施設を
つくるための経費）

（共同処理分の建設負担金）

（借り入れたお金の元
金を返済する経費）

企業債償還金
3億7，356万円

その他
67万円

企業債
2億3,090万円

補助金
9,155万円

（国や一般会計
からの補助）

（施設の修理費など）

（下水道使用料徴収業
務のための費用）

（共同処理分の管理負担金）

（下水道施設をつ
くるために借り入
れたお金の利息）

（長期利用する施設の
価値の減少を1年ごと
に費用化したもの）

（国庫補助金等で取得した償却
資産の取得価値を耐用年数の割
合で配分する会計上の利益）

補助金・負担金
2億9,278万円

受益者負担金・分担金
1,528万円

管渠費
6,700万円

その他1,644万円

利　益
（収支差額）
1億93万円

業務費
5,684万円

総係費
4,142万円

支払利息
9,996万円

減価償却費
5億6,932万円

その他
869万円

下水道使用料
5億3,153万円

支出計
7億230万円
支出計

7億230万円

収入計
3億3,773万円
収入計

3億3,773万円
支出計

10億3,233万円
支出計

10億3,233万円

収入計
11億3,326万円

収入計
11億3,326万円

経
営
審
議
会
か
ら
の
答
申（
要
約
）

「
信
頼
さ
れ
続
け
る
水
道
」の
実
現
の
た
め

滝
沢
市
水
道
事
業
後
期
経
営
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　
第
１
次
滝
沢
市
総
合
計
画
と
連
動
し
、水
道
事
業
の
施
設
整
備・

経
営
の
指
針
と
な
る
水
道
事
業
経
営
計
画（
基
本
計
画
）に
つ
い
て
、

滝
沢
市
上
下
水
道
事
業
経
営
審
議
会（
以
下
こ
の
ペ
ー
ジ
で
は
経
営

審
議
会
と
い
い
ま
す
。）か
ら
の
答
申
を
踏
ま
え
、基
本
計
画
の
見
直

し
を
実
施
し
、後
半
４
年
間
の
後
期
経
営
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
市
は
、水
道
事
業
経
営
計
画（
基
本
計
画
）の
見
直
し
と
後
半
４
年
間
の
経
営
計
画
の

策
定
に
つ
い
て
、経
営
審
議
会
に
諮
問
し
ま
し
た
。経
営
審
議
会
は
、市
水
道
事
業
の
現

況
と
将
来
的
な
動
向
、課
題
等
を
踏
ま
え
、更
新
需
要
の
把
握
と
投
資
の
平
準
化
に
基

づ
く
財
政
計
画
案
を
も
と
に
、水
道
経
営
の
あ
り
方
に
関
し
慎
重
に
審
議
を
重
ね
、市

に
答
申
を
行
い
ま
し
た
。こ
こ
で
は
、答
申
の
内
容
を
要
約
し
て
お
伝
え
し
ま
す
。

★
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
の
基
本
理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
３
つ
の
施
策
に
対
し
て
答
申

･「
安
心・安
全
」に
対
し
、水
源
の
確
保
と
保
全
、安
全
な
水
の
供
給
を
す
る
こ
と
。

･「
安
定・強
靭
」に
対
し
、水
道
施
設
の
最
適
化
、災
害
応
急
対
策
の
充
実
、給
水
区
域
の

拡
大
を
す
る
こ
と
。

･「
環
境・持
続
」に
対
し
、顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、環
境
対
策
の
推
進
、財
政
の
健
全
化

等
す
る
こ
と
。

★
適
正
な
水
道
料
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
答
申

･
料
金
水
準
に
つ
い
て

　
　
資
産
維
持
率（
今
後
の
水
道
施
設
の
維
持
管
理
や

耐
震
化
の
財
源
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
資
産
更

新
の
割
合
）を
２
．５
％
と
し
た
総
括
原
価
を
基
本
と

す
る
水
道
料
金
改
定
が
望
ま
し
い
。今
回
は
、過
度
の

負
担
増
と
な
ら
な
い
よ
う
に
２
．０
％
と
し
て
算
定

し
、２
．５
％
へ
の
段
階
的
な
改
定
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

･
料
金
体
系
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
　
基
本
料
金
に
お
け
る
、施
設
を
適
切
に
維
持
し
て

い
く
た
め
に
必
要
と
な
る
固
定
的
な
費
用
の
割
合
を

高
め
る
べ
き
で
あ
る
。

･
基
本
水
量
制
の
廃
止
に
つ
い
て

　
　
基
本
水
量
制
の
廃
止
に
係
る
暫
定
措
置
に
つ
い

て
、激
変
緩
和
措
置
の
実
施
か
ら
９
年
目
を
迎
え
、十

分
な
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
か
ら
、廃
止
す
べ
き
時

期
に
き
て
い
る
と
考
え
る
。

　
市
は
、水
道
事
業
経
営
計
画（
基
本
計
画
）の
見
直
し
と
後
半
４
年
間
の
経
営
計
画
の

策
定
に
つ
い
て
、経
営
審
議
会
に
諮
問
し
ま
し
た
。経
営
審
議
会
は
、市
水
道
事
業
の
現

況
と
将
来
的
な
動
向
、課
題
等
を
踏
ま
え
、更
新
需
要
の
把
握
と
投
資
の
平
準
化
に
基

づ
く
財
政
計
画
案
を
も
と
に
、水
道
経
営
の
あ
り
方
に
関
し
慎
重
に
審
議
を
重
ね
、市

に
答
申
を
行
い
ま
し
た
。こ
こ
で
は
、答
申
の
内
容
を
要
約
し
て
お
伝
え
し
ま
す
。

★
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
の
基
本
理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
３
つ
の
施
策
に
対
し
て
答
申

･「
安
心・安
全
」に
対
し
、水
源
の
確
保
と
保
全
、安
全
な
水
の
供
給
を
す
る
こ
と
。

･「
安
定・強
靭
」に
対
し
、水
道
施
設
の
最
適
化
、災
害
応
急
対
策
の
充
実
、給
水
区
域
の

拡
大
を
す
る
こ
と
。

･「
環
境・持
続
」に
対
し
、顧
客
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、環
境
対
策
の
推
進
、財
政
の
健
全
化

等
す
る
こ
と
。

★
適
正
な
水
道
料
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
答
申

･
料
金
水
準
に
つ
い
て

　
　
資
産
維
持
率（
今
後
の
水
道
施
設
の
維
持
管
理
や

耐
震
化
の
財
源
を
適
正
に
確
保
す
る
た
め
の
資
産
更

新
の
割
合
）を
２
．５
％
と
し
た
総
括
原
価
を
基
本
と

す
る
水
道
料
金
改
定
が
望
ま
し
い
。今
回
は
、過
度
の

負
担
増
と
な
ら
な
い
よ
う
に
２
．０
％
と
し
て
算
定

し
、２
．５
％
へ
の
段
階
的
な
改
定
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

･
料
金
体
系
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
　
基
本
料
金
に
お
け
る
、施
設
を
適
切
に
維
持
し
て

い
く
た
め
に
必
要
と
な
る
固
定
的
な
費
用
の
割
合
を

高
め
る
べ
き
で
あ
る
。

･
基
本
水
量
制
の
廃
止
に
つ
い
て

　
　
基
本
水
量
制
の
廃
止
に
係
る
暫
定
措
置
に
つ
い

て
、激
変
緩
和
措
置
の
実
施
か
ら
９
年
目
を
迎
え
、十

分
な
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
か
ら
、廃
止
す
べ
き
時

期
に
き
て
い
る
と
考
え
る
。

何
を
決
め
て
い
る
の
？

　
基
本
理
念
実
現
に
向
け

て
、「
安
心・安
全
」「
安
定・

強
靭
」「
環
境・持
続
」の
施

策
目
標
を
達
成
す
る
た
め

の
取
組
で
あ
る
整
備
計
画

や
財
政
計
画
を
定
め
て
い

ま
す
。具
体
的
に
は
、「
安

心・安
全
」の
実
現
に
向
け

た
、地
下
水
の
比
率
を
よ
り

高
め
る
取
組
の
設
定
、「
安

定・強
靭
」の
実
現
に
向
け

た
、配
水
管
の
整
備
や
老
朽

管
更
新
の
計
画
の
策
定
と
、

こ
れ
ら
更
新
等
の
需
要
に

応
え
る
た
め
の
事
業
費
の

見
積
も
り
を
行
い
、こ
れ
ら

を
踏
ま
え
た
財
政
の
見
通

し
を
立
て
て
、「
環
境
・
持

続
」の
実
現
に
つ
な
げ
て
い

ま
す
。

おしらせ

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い

１０
月
使
用
分
か
ら
水
道
料

金
・
下
水
道
使
用
料
が
変
わ

り
ま
す

　消費税率及び地
方消費税率につい
て、令和元年１０月
１日から、引き上げ
ることとされてい
ます。
　これに伴って、令
和元年１０月使用
分（１１月に検針さ
れ、請求される分）
から、水道料金・下
水道使用料が変わ
ります。
　詳しくは、市のホ
ームページや検針
票などでお知らせ
していきます。

　滝沢市水道事業ビジョンは、令和4年度までの水道事業の方向性を定め、
事業者としての責務と経営の安定性・効率性を確保するために策定します。
ビジョンに掲げる施策の実施にあたっては、前期・後期4年間の主要施策、成
果目標を盛り込んだ経営計画を策定しながら事業を推進していきます。

滝沢市水道事業の目指すべき方向

信頼され続ける水道
安心して飲むことができる安全な水道
安定した給水を実現する強靱な水道
環境に配慮した持続可能な水道

【ビジョン目標年度】
令和4年度

【経営計画】
4年間の実施計画

◆前期経営計画 目標年度：平成30年度
◆後期経営計画 目標年度：令和 4 年度

安心・安全
安定・強靱
環境・持続

基本理念

施策目標

基本理念

3つの施策目標

目標実現に向けた個々の施策

経営計画

※経営計画及び答申は、市ホームページに掲載しております。ご覧ください。




